
 
 

2021年 6月 16日 
 
受益者の皆さまへ 

                             
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 

 

当社投資信託の約款変更について（ご案内） 

 
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
平素は当社の投資信託に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、標記につきまして、下記のとおり、投資信託約款の変更を実施することとなりましたので、お知らせ

いたします。 
なお、本約款変更は、対象ファンドの運用方針等に影響を与えるものではありません。また、本お知ら

せに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。 
何卒ご理解を賜りますとともに、引き続き当社投資信託をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。 

 
敬具 

 
記 

 
1. 対象ファンド 

① JA海外株式ファンド 
② JA海外債券ファンド 
③ JA資産設計ファンド（安定型） 
④ JA資産設計ファンド（成長型） 
⑤ JA資産設計ファンド（積極型） 
⑥ JA日本債券ファンド 
⑦ JA日本株式ファンド 

 
2. 変更内容および理由 
（１）①から⑦については、ファンドの利便性向上を目的とし、受益者の皆さまが分配金の取扱いにつ

いて受取りと再投資を選択できるよう投資信託約款に所要の変更を行います。 
（２）加えて⑥については、商品性改善の一環として、運用管理費用（信託報酬）の引き下げも実

施いたします。 



 
 
  信託報酬率 

（税込・年率） 

内訳 

委託会社 販売会社 受託会社 

変更前（2021年 10月 15日以前） 0.44％ 0.165％ 0.22％ 0.055％ 

変更後（2021年 10月 16日以降） 0.22％ 0.0825％ 0.11％ 0.0275％ 

※変更内容の詳細につきましては、別紙の新旧対照表をご参照ください。 
 
3. 変更適用日 

対象ファンド 変更適用日 
JA海外株式ファンド 2021年  6月 17日 
JA海外債券ファンド 2021年  7月 17日 
JA資産設計ファンド（安定型） 2021年  8月 17日 
JA資産設計ファンド（成長型） 2021年  8月 17日 
JA資産設計ファンド（積極型） 2021年  8月 17日 
JA日本債券ファンド 2021年 10月 16日 
JA日本株式ファンド 2021年 11月 17日 

 
4. 本件にかかるご照会先 

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 営業部  
お客様専用フリーダイヤル 0120-439-244 
 

以上 



追加型証券投資信託 

「ＪＡ海外株式ファンド」 
 
変更内容（新旧対照表） 

（新） （旧） 
（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第５条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。な

お、別に定める累積投資規定（別の

名称で同様の権利義務関係を規定

する約款を含みます。）にしたがっ

た契約（以下「別に定める契約」と

いいます。）に基づく収益分配金の

再投資にかかる受益権の取得申込

は、1口の整数倍をもって当該取得

の申込に応じることができるもの

とします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、第５条第１項の

規定により分割される受益権を、最

低単位を1円単位または1口単位と

して委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が定める単位を

もって当該受益権の取得の申込に

応じることができるものとします。

なお、別に定める契約に基づく収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得申込は、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

 

 

 

（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第５条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、第 41条第 3 項に規定する収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得の申込に限り、1口の整数倍をも

って当該取得の申込に応じること

ができるものとします。 

 

 

 

 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定めるＪＡ

海外株式ファンド累積投資規定（別

の名称で同様の権利義務関係を規

定する約款を含みます。）にしたが

った契約（以下「別に定める契約」

といいます。）を結んだ受益権取得

申込者に限り、第５条第１項の規定

により分割される受益権を、最低単

位を1円単位または1口単位として

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関が定める単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、別に定める契約に基づく収益分

配金の再投資に係る受益権の取得



 

 

 

③ （略） 

④ 第1項および第2項の規定にかか

わらず、ニューヨーク証券取引所の

休場日またはニューヨークの銀行

の休業日には、第 1 項および第 2

項による受益権の取得の申込に応

じないものとします。 
 
 
 
 

⑤～⑥ （略） 

⑦ 第5項および第6項の規定にかか

わらず、受益者が第 44 条第 8項の

規定または別に定める契約に基づ

いて収益分配金の再投資を行う場

合の受益権の価額は、原則として第

36 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 41条 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の申込に限り、1 口の整数倍をもっ

て当該取得の申込に応じることが

できるものとします。 

③ （略） 

④ 第1項および第2項の規定にかか

わらず、ニューヨーク証券取引所の

休場日またはニューヨークの銀行

の休業日には、第 1 項および第 2

項による受益権の取得の申込に応

じないものとします。ただし、第

41 条第 3 項の規定または別に定め

る契約に基づく収益分配金の再投

資に係る受益権の取得の申込に応

じるものとします。 

⑤～⑥ （略） 

⑦ 第5項および第6項の規定にかか

わらず、受益者が第 41条第 3 項の

規定または別に定める契約に基づ

いて収益分配金の再投資を行う場

合の受益権の価額は、原則として第

36 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 41 条 受託者が委託者の指定する預金口

座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日

に、収益分配金（委託者の自らの募

集に係る受益権に帰属する収益分

配金を除きます。）が委託者の指定

する証券会社および登録金融機関

に交付されます。 

② 委託者の指定する証券会社また

は登録金融機関は、別に定める契約

に基づき、受益者に対し遅滞なく収



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

益分配金の再投資に係る受益権の

取得の申込に応じるものとします。

当該取得の申込により増加した受

益権は、第９条第３項の規定にした

がい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に

係る受益権に帰属する収益分配金

をこの信託の受益権の取得申込金

として、各受益者毎に当該収益分配

金の再投資に係る受益権の取得の

申込に応じたものとします。当該取

得の申込により増加した受益権は、

第９条第３項の規定にしたがい、振

替口座簿に記載または記録されま

す。 

④ 収益分配金に係る収益調整金は、

原則として、各受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算され

るものとします。 

⑤ 第 4 項および第 44 条第 5 項に規

定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、「各

受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

 

（償還金および一部解約金の支払い） 



払い） 

第 44条 （略） 

② （略） 

③ 収益分配金は、毎計算期間終了日

後 1 ヵ月以内の委託者の指定する

日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる計算期間の末日

以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算

期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため委

託者、委託者の指定する証券会社ま

たは登録金融機関の名義で記載ま

たは記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関の営業所等に

おいて行うものとします。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 44条 （略） 

② （略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第1項および第2項に規定する償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者の指定する証券会社または

登録金融機関の営業所等において

行うものとします。ただし、委託者

の自らの募集に係る受益権に帰属

する償還金および一部解約金の支

払いは、委託者において行うものと

します。 

④ 第 46 条第 4 項に規定する信託の

一部解約に係る受益権に帰属する

収益分配金は、原則として、毎計算

期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者

の指定する日から委託者の指定す

る証券会社または登録金融機関の

営業所等において受益者に支払い

ます。ただし、信託の一部解約に係



 

 

 

 

⑤ 収益分配金、償還金および一部解

約金に係る収益調整金は、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑥ 第 5項に規定する「収益調整金」

は、所得税法施行令第 27 条の規定

によるものとし、各受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額

をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとし

ます。また、「各受益者毎の信託時

の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。 

⑦ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、別に定める契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する

預金口座等に払い込むことにより、

原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社または登録金融機

関に交付されます。この場合、委託

者の指定する証券会社または登録

金融機関は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付けを行います。当該売付け

により増加した受益権は、第 9条第

る受益権が委託者の自らの募集に

係る受益権である場合には、当該受

益権に帰属する収益分配金は、委託

者において支払います。 

⑤ 償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3項の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

⑧ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、委託者の自らの募集に応じた

受益者に帰属する受益権にかかる

収益分配金（受益者が自己に帰属す

る受益権の全部もしくは一部の口

数について、委託者に対し、この信

託の収益分配金の再投資にかかる

受益権の取得の申し込みをしない

ことをあらかじめ申し出た場合に

おいて、委託者が当該申し出を受け

付けた受益権にかかる収益分配金

を除きます。）をこの信託の受益権

の取得申込金として、各受益者ごと

に当該収益分配金の再投資にかか

る受益権の取得の申し込みに応じ

たものとします。当該取得申込によ

り増加した受益権は、第 9 条第 3

項の規定にしたがい、振替口座簿に

記載または記録されます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 45 条 受益者が、収益分配金については

第 44 条第 3項に規定する支払開始

日から 5 年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による

償還金について、第 44 条第 1項に

規定する支払開始日から 10 年間そ

の支払いを請求しないときは、その

権利を失い、受託者から交付を受け

た金銭は委託者に帰属します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（償還金の時効） 

第 45 条 受益者が、信託終了による償還金

について、第 44 条第 1項に規定す

る支払開始日から 10 年間その支払

いを請求しないときは、その権利を

失い、受託者から交付を受けた金銭

は委託者に帰属します。 

 

 

 

 



追加型証券投資信託 

「ＪＡ海外債券ファンド」 
 
変更内容（新旧対照表） 

（新） （旧） 
（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第５条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。な

お、別に定める累積投資規定（別の

名称で同様の権利義務関係を規定

する約款を含みます。）にしたがっ

た契約（以下「別に定める契約」と

いいます。）に基づく収益分配金の

再投資にかかる受益権の取得申込

は、1口の整数倍をもって当該取得

の申込に応じることができるもの

とします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、第５条第１項の

規定により分割される受益権を、最

低単位を1円単位または1口単位と

して委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が定める単位を

もって当該受益権の取得の申込に

応じることができるものとします。

なお、別に定める契約に基づく収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得申込は、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

 

 

 

（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第５条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、第 41条第 3 項に規定する収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得の申込に限り、1口の整数倍をも

って当該取得の申込に応じること

ができるものとします。 

 

 

 

 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定めるＪＡ

海外債券ファンド累積投資規定（別

の名称で同様の権利義務関係を規

定する約款を含みます。）にしたが

った契約（以下「別に定める契約」

といいます。）を結んだ受益権取得

申込者に限り、第５条第１項の規定

により分割される受益権を、最低単

位を1円単位または1口単位として

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関が定める単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、別に定める契約に基づく収益分

配金の再投資に係る受益権の取得



 

 

 

③ （略） 

④ 第1項および第2項の規定にかか

わらず、ニューヨーク証券取引所の

休場日またはニューヨークの銀行

の休業日には、第 1 項および第 2

項による受益権の取得の申込に応

じないものとします。 
 
 
 
 

⑤～⑥ （略） 

⑦ 第5項および第6項の規定にかか

わらず、受益者が第 44 条第 8項の

規定または別に定める契約に基づ

いて収益分配金の再投資を行う場

合の受益権の価額は、原則として第

36 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 41条 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の申込に限り、1 口の整数倍をもっ

て当該取得の申込に応じることが

できるものとします。 

③ （略） 

④ 第1項および第2項の規定にかか

わらず、ニューヨーク証券取引所の

休場日またはニューヨークの銀行

の休業日には、第 1 項および第 2

項による受益権の取得の申込に応

じないものとします。ただし、第

41 条第 3 項の規定または別に定め

る契約に基づく収益分配金の再投

資に係る受益権の取得の申込に応

じるものとします。 

⑤～⑥ （略） 

⑦ 第5項および第6項の規定にかか

わらず、受益者が第 41条第 3 項の

規定または別に定める契約に基づ

いて収益分配金の再投資を行う場

合の受益権の価額は、原則として第

36 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 41 条 受託者が委託者の指定する預金口

座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日

に、収益分配金（委託者の自らの募

集に係る受益権に帰属する収益分

配金を除きます。）が委託者の指定

する証券会社および登録金融機関

に交付されます。 

② 委託者の指定する証券会社また

は登録金融機関は、別に定める契約

に基づき、受益者に対し遅滞なく収



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

益分配金の再投資に係る受益権の

取得の申込に応じるものとします。

当該取得の申込により増加した受

益権は、第９条第３項の規定にした

がい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に

係る受益権に帰属する収益分配金

をこの信託の受益権の取得申込金

として、各受益者毎に当該収益分配

金の再投資に係る受益権の取得の

申込に応じたものとします。当該取

得の申込により増加した受益権は、

第９条第３項の規定にしたがい、振

替口座簿に記載または記録されま

す。 

④ 収益分配金に係る収益調整金は、

原則として、各受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算され

るものとします。 

⑤ 第 4 項および第 44 条第 5 項に規

定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、「各

受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

 

（償還金および一部解約金の支払い） 



払い） 

第 44条 （略） 

② （略） 

③ 収益分配金は、毎計算期間終了日

後 1 ヵ月以内の委託者の指定する

日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる計算期間の末日

以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算

期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため委

託者、委託者の指定する証券会社ま

たは登録金融機関の名義で記載ま

たは記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関の営業所等に

おいて行うものとします。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 44条 （略） 

② （略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第1項および第2項に規定する償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者の指定する証券会社または

登録金融機関の営業所等において

行うものとします。ただし、委託者

の自らの募集に係る受益権に帰属

する償還金および一部解約金の支

払いは、委託者において行うものと

します。 

④ 第 46 条第 4 項に規定する信託の

一部解約に係る受益権に帰属する

収益分配金は、原則として、毎計算

期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者

の指定する日から委託者の指定す

る証券会社または登録金融機関の

営業所等において受益者に支払い

ます。ただし、信託の一部解約に係



 

 

 

 

⑤ 収益分配金、償還金および一部解

約金に係る収益調整金は、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑥ 第 5項に規定する「収益調整金」

は、所得税法施行令第 27 条の規定

によるものとし、各受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額

をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとし

ます。また、「各受益者毎の信託時

の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。 

⑦ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、別に定める契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する

預金口座等に払い込むことにより、

原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社または登録金融機

関に交付されます。この場合、委託

者の指定する証券会社または登録

金融機関は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付けを行います。当該売付け

により増加した受益権は、第 9条第

る受益権が委託者の自らの募集に

係る受益権である場合には、当該受

益権に帰属する収益分配金は、委託

者において支払います。 

⑤ 償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3項の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

⑧ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、委託者の自らの募集に応じた

受益者に帰属する受益権にかかる

収益分配金（受益者が自己に帰属す

る受益権の全部もしくは一部の口

数について、委託者に対し、この信

託の収益分配金の再投資にかかる

受益権の取得の申し込みをしない

ことをあらかじめ申し出た場合に

おいて、委託者が当該申し出を受け

付けた受益権にかかる収益分配金

を除きます。）をこの信託の受益権

の取得申込金として、各受益者ごと

に当該収益分配金の再投資にかか

る受益権の取得の申し込みに応じ

たものとします。当該取得申込によ

り増加した受益権は、第 9 条第 3

項の規定にしたがい、振替口座簿に

記載または記録されます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 45 条 受益者が、収益分配金については

第 44 条第 3項に規定する支払開始

日から 5 年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による

償還金について、第 44 条第 1項に

規定する支払開始日から 10 年間そ

の支払いを請求しないときは、その

権利を失い、受託者から交付を受け

た金銭は委託者に帰属します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（償還金の時効） 

第 45 条 受益者が、信託終了による償還金

について、第 44 条第 1項に規定す

る支払開始日から 10 年間その支払

いを請求しないときは、その権利を

失い、受託者から交付を受けた金銭

は委託者に帰属します。 

 

 

 

 



追加型証券投資信託 

「ＪＡ資産設計ファンド（安定型）」 
 
変更内容（新旧対照表） 

（新） （旧） 
（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第６条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。な

お、別に定める累積投資規定（別の

名称で同様の権利義務関係を規定

する約款を含みます。）にしたがっ

た契約（以下「別に定める契約」と

いいます。）に基づく収益分配金の

再投資にかかる受益権の取得申込

は、1口の整数倍をもって当該取得

の申込に応じることができるもの

とします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、第６条第１項の

規定により分割される受益権を、最

低単位を1円単位または1口単位と

して委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が定める単位を

もって当該受益権の取得の申込に

応じることができるものとします。

なお、別に定める契約に基づく収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得申込は、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

 

 

 

（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第６条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、第 43条第 3 項に規定する収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得の申込または別に定める各信託

（この信託を除きます。）の受益者

が当該信託の受益権の一部解約金

の手取金をもって取得の申込をす

る場合に限り、1口の整数倍をもっ

て当該取得の申込に応じることが

できるものとします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定めるＪＡ

資産設計ファンド累積投資規定（別

の名称で同様の権利義務関係を規

定する約款を含みます。）にしたが

った契約（以下「別に定める契約」

といいます。）を結んだ受益権取得

申込者に限り、第６条第１項の規定

により分割される受益権を、最低単

位を1円単位または1口単位として

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関が定める単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、別に定める契約に基づく収益分

配金の再投資に係る受益権の取得



 

 

 

 

 

 

 

③～⑥ （略） 

   ⑦ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、第 46 条第 8項の規定また

は別に定める契約に基づいて収益

分配金の再投資をする場合の受益

権の価額は、原則として第 38 条に

規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 43条 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の申込または別に定める各信託（こ

の信託を除きます。）の受益者が当

該信託の受益権の一部解約金の手

取金をもって取得の申込をする場

合に限り、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

③～⑥ （略） 

⑦ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、第 43条第 3 項の規定また

は別に定める契約に基づいて収益

分配金の再投資をする場合の受益

権の価額は、原則として第 38 条に

規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 43 条 受託者が委託者の指定する預金口

座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日

に、収益分配金（委託者の自らの募

集に係る受益権に帰属する収益分

配金を除きます。）が委託者の指定

する証券会社および登録金融機関

に交付されます。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定める契約

に基づき、各受益者に対し遅滞な

く、第 1項の収益分配金の再投資に

係る受益権の取得の申込に応じる

ものとします。当該取得の申込によ

り増加した受益権は、第９条第３項

の規定にしたがい、振替口座簿に記

載または記録されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

係る受益権に帰属する収益分配金

をこの信託の受益権の取得申込金

として、各受益者毎に当該収益分配

金の再投資に係る受益権の取得の

申込に応じたものとします。当該取

得の申込により増加した受益権は、

第９条第３項の規定にしたがい、振

替口座簿に記載または記録されま

す。 

④ 第 48条第 2 項により信託の一部

解約が行われた場合に、当該受益権

に帰属する収益分配金があるとき

は、第 2項および第 3項の規定にか

かわらず、そのつど、毎計算期間終

了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定

する日から受益者に支払います。 

⑤ 収益分配金に係る収益調整金は、

原則として、各受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算され

るものとします。 

⑥ 第 5 項および第 46 条第 5 項に規

定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、「各

受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

 

（償還金および一部解約金の支払い） 



払い） 

第 46条 （略） 

② （略） 

③ 収益分配金は、毎計算期間終了日

後 1 ヵ月以内の委託者の指定する

日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる計算期間の末日

以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算

期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため委

託者、委託者の指定する証券会社ま

たは登録金融機関の名義で記載ま

たは記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関の営業所等に

おいて行うものとします。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 46条 （略） 

② （略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第1項および第2項に規定する償

還金および一部解約金の支払いは

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関の営業所等において

行うものとします。ただし、委託者

の自らの募集に係る受益権に帰属

する償還金および一部解約金の支

払いは、委託者において行うものと

します。 

④ 第 43 条第 4 項に規定する信託の

一部解約に係る受益権に帰属する

収益分配金は、毎計算期間終了日後

1ヵ月以内の委託者の指定する日か

ら、委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関の営業所等におい

て受益者に支払います。ただし、信

託の一部解約に係る受益権が委託



 

 

 

 

⑤ 収益分配金、償還金および一部解

約金に係る収益調整金は、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑥ 第 5項に規定する「収益調整金」

は、所得税法施行令第 27 条の規定

によるものとし、各受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額

をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとし

ます。また、「各受益者毎の信託時

の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。 

⑦ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、別に定める契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する

預金口座等に払い込むことにより、

原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社または登録金融機

関に交付されます。この場合、委託

者の指定する証券会社または登録

金融機関は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付けを行います。当該売付け

により増加した受益権は、第 9条第

者の自らの募集に係る受益権であ

る場合には、当該受益権に帰属する

収益分配金は、委託者において支払

います。 

⑤ 償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3項の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

⑧ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、委託者の自らの募集に応じた

受益者に帰属する受益権にかかる

収益分配金（受益者が自己に帰属す

る受益権の全部もしくは一部の口

数について、委託者に対し、この信

託の収益分配金の再投資にかかる

受益権の取得の申し込みをしない

ことをあらかじめ申し出た場合に

おいて、委託者が当該申し出を受け

付けた受益権にかかる収益分配金

を除きます。）をこの信託の受益権

の取得申込金として、各受益者ごと

に当該収益分配金の再投資にかか

る受益権の取得の申し込みに応じ

たものとします。当該取得申込によ

り増加した受益権は、第 9 条第 3

項の規定にしたがい、振替口座簿に

記載または記録されます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 47 条 受益者が、収益分配金については

第 46 条第 3項に規定する支払開始

日から 5 年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による

償還金については第 46 条第 1項に

規定する支払開始日から 10 年間そ

の支払いを請求しないときは、その

権利を失い、受託者から交付を受け

た金銭は、委託者に帰属します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（償還金の時効） 

第 47 条 受益者が、信託終了による償還金

については第 46 条第 1項に規定す

る支払開始日から 10 年間その支払

いを請求しないときは、その権利を

失い、受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 

 

 

 



追加型証券投資信託 

「ＪＡ資産設計ファンド（成長型）」 
 
変更内容（新旧対照表） 

（新） （旧） 
（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第６条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。な

お、別に定める累積投資規定（別の

名称で同様の権利義務関係を規定

する約款を含みます。）にしたがっ

た契約（以下「別に定める契約」と

いいます。）に基づく収益分配金の

再投資にかかる受益権の取得申込

は、1口の整数倍をもって当該取得

の申込に応じることができるもの

とします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、第６条第１項の

規定により分割される受益権を、最

低単位を1円単位または1口単位と

して委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が定める単位を

もって当該受益権の取得の申込に

応じることができるものとします。

なお、別に定める契約に基づく収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得申込は、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

 

 

 

（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第６条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、第 43条第 3 項に規定する収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得の申込または別に定める各信託

（この信託を除きます。）の受益者

が当該信託の受益権の一部解約金

の手取金をもって取得の申込をす

る場合に限り、1口の整数倍をもっ

て当該取得の申込に応じることが

できるものとします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定めるＪＡ

資産設計ファンド累積投資規定（別

の名称で同様の権利義務関係を規

定する約款を含みます。）にしたが

った契約（以下「別に定める契約」

といいます。）を結んだ受益権取得

申込者に限り、第６条第１項の規定

により分割される受益権を、最低単

位を1円単位または1口単位として

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関が定める単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、別に定める契約に基づく収益分

配金の再投資に係る受益権の取得



 

 

 

 

 

 

 

③～⑥ （略） 

   ⑦ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、第 46 条第 8項の規定また

は別に定める契約に基づいて収益

分配金の再投資をする場合の受益

権の価額は、原則として第 38 条に

規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 43条 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の申込または別に定める各信託（こ

の信託を除きます。）の受益者が当

該信託の受益権の一部解約金の手

取金をもって取得の申込をする場

合に限り、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

③～⑥ （略） 

⑦ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、第 43条第 3 項の規定また

は別に定める契約に基づいて収益

分配金の再投資をする場合の受益

権の価額は、原則として第 38 条に

規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 43 条 受託者が委託者の指定する預金口

座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日

に、収益分配金（委託者の自らの募

集に係る受益権に帰属する収益分

配金を除きます。）が委託者の指定

する証券会社および登録金融機関

に交付されます。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定める契約

に基づき、各受益者に対し遅滞な

く、第 1項の収益分配金の再投資に

係る受益権の取得の申込に応じる

ものとします。当該取得の申込によ

り増加した受益権は、第９条第３項

の規定にしたがい、振替口座簿に記

載または記録されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

係る受益権に帰属する収益分配金

をこの信託の受益権の取得申込金

として、各受益者毎に当該収益分配

金の再投資に係る受益権の取得の

申込に応じたものとします。当該取

得の申込により増加した受益権は、

第９条第３項の規定にしたがい、振

替口座簿に記載または記録されま

す。 

④ 第 48条第 2 項により信託の一部

解約が行われた場合に、当該受益権

に帰属する収益分配金があるとき

は、第 2項および第 3項の規定にか

かわらず、そのつど、毎計算期間終

了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定

する日から受益者に支払います。 

⑤ 収益分配金に係る収益調整金は、

原則として、各受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算され

るものとします。 

⑥ 第 5 項および第 46 条第 5 項に規

定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、「各

受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

 

（償還金および一部解約金の支払い） 



払い） 

第 46条 （略） 

② （略） 

③ 収益分配金は、毎計算期間終了日

後 1 ヵ月以内の委託者の指定する

日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる計算期間の末日

以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算

期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため委

託者、委託者の指定する証券会社ま

たは登録金融機関の名義で記載ま

たは記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関の営業所等に

おいて行うものとします。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 46条 （略） 

② （略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第1項および第2項に規定する償

還金および一部解約金の支払いは

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関の営業所等において

行うものとします。ただし、委託者

の自らの募集に係る受益権に帰属

する償還金および一部解約金の支

払いは、委託者において行うものと

します。 

④ 第 43 条第 4 項に規定する信託の

一部解約に係る受益権に帰属する

収益分配金は、毎計算期間終了日後

1ヵ月以内の委託者の指定する日か

ら、委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関の営業所等におい

て受益者に支払います。ただし、信

託の一部解約に係る受益権が委託



 

 

 

 

⑤ 収益分配金、償還金および一部解

約金に係る収益調整金は、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑥ 第 5項に規定する「収益調整金」

は、所得税法施行令第 27 条の規定

によるものとし、各受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額

をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとし

ます。また、「各受益者毎の信託時

の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。 

⑦ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、別に定める契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する

預金口座等に払い込むことにより、

原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社または登録金融機

関に交付されます。この場合、委託

者の指定する証券会社または登録

金融機関は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付けを行います。当該売付け

により増加した受益権は、第 9条第

者の自らの募集に係る受益権であ

る場合には、当該受益権に帰属する

収益分配金は、委託者において支払

います。 

⑤ 償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3項の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

⑧ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、委託者の自らの募集に応じた

受益者に帰属する受益権にかかる

収益分配金（受益者が自己に帰属す

る受益権の全部もしくは一部の口

数について、委託者に対し、この信

託の収益分配金の再投資にかかる

受益権の取得の申し込みをしない

ことをあらかじめ申し出た場合に

おいて、委託者が当該申し出を受け

付けた受益権にかかる収益分配金

を除きます。）をこの信託の受益権

の取得申込金として、各受益者ごと

に当該収益分配金の再投資にかか

る受益権の取得の申し込みに応じ

たものとします。当該取得申込によ

り増加した受益権は、第 9 条第 3

項の規定にしたがい、振替口座簿に

記載または記録されます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 47 条 受益者が、収益分配金については

第 46 条第 3項に規定する支払開始

日から 5 年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による

償還金については第 46 条第 1項に

規定する支払開始日から 10 年間そ

の支払いを請求しないときは、その

権利を失い、受託者から交付を受け

た金銭は、委託者に帰属します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（償還金の時効） 

第 47 条 受益者が、信託終了による償還金

については第 46 条第 1項に規定す

る支払開始日から 10 年間その支払

いを請求しないときは、その権利を

失い、受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 

 

 

 



追加型証券投資信託 

「ＪＡ資産設計ファンド（積極型）」 
 
変更内容（新旧対照表） 

（新） （旧） 
（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第６条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。な

お、別に定める累積投資規定（別の

名称で同様の権利義務関係を規定

する約款を含みます。）にしたがっ

た契約（以下「別に定める契約」と

いいます。）に基づく収益分配金の

再投資にかかる受益権の取得申込

は、1口の整数倍をもって当該取得

の申込に応じることができるもの

とします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、第６条第１項の

規定により分割される受益権を、最

低単位を1円単位または1口単位と

して委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が定める単位を

もって当該受益権の取得の申込に

応じることができるものとします。

なお、別に定める契約に基づく収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得申込は、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

 

 

 

（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第６条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、第 43条第 3 項に規定する収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得の申込または別に定める各信託

（この信託を除きます。）の受益者

が当該信託の受益権の一部解約金

の手取金をもって取得の申込をす

る場合に限り、1口の整数倍をもっ

て当該取得の申込に応じることが

できるものとします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定めるＪＡ

資産設計ファンド累積投資規定（別

の名称で同様の権利義務関係を規

定する約款を含みます。）にしたが

った契約（以下「別に定める契約」

といいます。）を結んだ受益権取得

申込者に限り、第６条第１項の規定

により分割される受益権を、最低単

位を1円単位または1口単位として

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関が定める単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、別に定める契約に基づく収益分

配金の再投資に係る受益権の取得



 

 

 

 

 

 

 

③～⑥ （略） 

   ⑦ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、第 46 条第 8項の規定また

は別に定める契約に基づいて収益

分配金の再投資をする場合の受益

権の価額は、原則として第 38 条に

規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 43条 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の申込または別に定める各信託（こ

の信託を除きます。）の受益者が当

該信託の受益権の一部解約金の手

取金をもって取得の申込をする場

合に限り、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

③～⑥ （略） 

⑦ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、第 43条第 3 項の規定また

は別に定める契約に基づいて収益

分配金の再投資をする場合の受益

権の価額は、原則として第 38 条に

規定する各計算期間終了日の基準

価額とします。 

⑧ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 43 条 受託者が委託者の指定する預金口

座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日

に、収益分配金（委託者の自らの募

集に係る受益権に帰属する収益分

配金を除きます。）が委託者の指定

する証券会社および登録金融機関

に交付されます。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定める契約

に基づき、各受益者に対し遅滞な

く、第 1項の収益分配金の再投資に

係る受益権の取得の申込に応じる

ものとします。当該取得の申込によ

り増加した受益権は、第９条第３項

の規定にしたがい、振替口座簿に記

載または記録されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

係る受益権に帰属する収益分配金

をこの信託の受益権の取得申込金

として、各受益者毎に当該収益分配

金の再投資に係る受益権の取得の

申込に応じたものとします。当該取

得の申込により増加した受益権は、

第９条第３項の規定にしたがい、振

替口座簿に記載または記録されま

す。 

④ 第 48条第 2 項により信託の一部

解約が行われた場合に、当該受益権

に帰属する収益分配金があるとき

は、第 2項および第 3項の規定にか

かわらず、そのつど、毎計算期間終

了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定

する日から受益者に支払います。 

⑤ 収益分配金に係る収益調整金は、

原則として、各受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算され

るものとします。 

⑥ 第 5 項および第 46 条第 5 項に規

定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、「各

受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

 

（償還金および一部解約金の支払い） 



払い） 

第 46条 （略） 

② （略） 

③ 収益分配金は、毎計算期間終了日

後 1 ヵ月以内の委託者の指定する

日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる計算期間の末日

以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算

期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため委

託者、委託者の指定する証券会社ま

たは登録金融機関の名義で記載ま

たは記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関の営業所等に

おいて行うものとします。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 46条 （略） 

② （略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第1項および第2項に規定する償

還金および一部解約金の支払いは

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関の営業所等において

行うものとします。ただし、委託者

の自らの募集に係る受益権に帰属

する償還金および一部解約金の支

払いは、委託者において行うものと

します。 

④ 第 43 条第 4 項に規定する信託の

一部解約に係る受益権に帰属する

収益分配金は、毎計算期間終了日後

1ヵ月以内の委託者の指定する日か

ら、委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関の営業所等におい

て受益者に支払います。ただし、信

託の一部解約に係る受益権が委託



 

 

 

 

⑤ 収益分配金、償還金および一部解

約金に係る収益調整金は、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑥ 第 5項に規定する「収益調整金」

は、所得税法施行令第 27 条の規定

によるものとし、各受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額

をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとし

ます。また、「各受益者毎の信託時

の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。 

⑦ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、別に定める契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する

預金口座等に払い込むことにより、

原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社または登録金融機

関に交付されます。この場合、委託

者の指定する証券会社または登録

金融機関は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付けを行います。当該売付け

により増加した受益権は、第 9条第

者の自らの募集に係る受益権であ

る場合には、当該受益権に帰属する

収益分配金は、委託者において支払

います。 

⑤ 償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3項の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

⑧ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、委託者の自らの募集に応じた

受益者に帰属する受益権にかかる

収益分配金（受益者が自己に帰属す

る受益権の全部もしくは一部の口

数について、委託者に対し、この信

託の収益分配金の再投資にかかる

受益権の取得の申し込みをしない

ことをあらかじめ申し出た場合に

おいて、委託者が当該申し出を受け

付けた受益権にかかる収益分配金

を除きます。）をこの信託の受益権

の取得申込金として、各受益者ごと

に当該収益分配金の再投資にかか

る受益権の取得の申し込みに応じ

たものとします。当該取得申込によ

り増加した受益権は、第 9 条第 3

項の規定にしたがい、振替口座簿に

記載または記録されます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 47 条 受益者が、収益分配金については

第 46 条第 3項に規定する支払開始

日から 5 年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による

償還金については第 46 条第 1項に

規定する支払開始日から 10 年間そ

の支払いを請求しないときは、その

権利を失い、受託者から交付を受け

た金銭は、委託者に帰属します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（償還金の時効） 

第 47 条 受益者が、信託終了による償還金

については第 46 条第 1項に規定す

る支払開始日から 10 年間その支払

いを請求しないときは、その権利を

失い、受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 

 

 

 



追加型証券投資信託 

「ＪＡ日本債券ファンド」 
 
変更内容（新旧対照表） 

（新） （旧） 
（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第５条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。な

お、別に定める累積投資規定（別の

名称で同様の権利義務関係を規定

する約款を含みます。）にしたがっ

た契約（以下「別に定める契約」と

いいます。）に基づく収益分配金の

再投資にかかる受益権の取得申込

は、1口の整数倍をもって当該取得

の申込に応じることができるもの

とします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、第５条第１項の

規定により分割される受益権を、最

低単位を1円単位または1口単位と

して委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が定める単位を

もって当該受益権の取得の申込に

応じることができるものとします。

なお、別に定める契約に基づく収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得申込は、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

 

 

 

（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第５条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、第 39条第 3 項に規定する収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得の申込に限り、1口の整数倍をも

って当該取得の申込に応じること

ができるものとします。 

 

 

 

 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定めるＪＡ

日本債券ファンド累積投資規定（別

の名称で同様の権利義務関係を規

定する約款を含みます。）にしたが

った契約（以下「別に定める契約」

といいます。）を結んだ受益権取得

申込者に限り、第５条第１項の規定

により分割される受益権を、最低単

位を1円単位または1口単位として

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関が定める単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、別に定める契約に基づく収益分

配金の再投資に係る受益権の取得



 

 

 

③～⑤ （略） 

⑥ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、受益者が第 42 条第 8項の

規定または別に定める契約に基づ

いて収益分配金の再投資を行う場

合の受益権の価額は、原則として第

34 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑦ （略） 

 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第 37 条  委託者および受託者の信託報酬の

総額は、第 34 条に規定する計算期

間を通じて毎日、信託財産の純資産

総額に年10,000分の20の率を乗じ

て得た額とします。 

②～③ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 39条 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の申込に限り、1 口の整数倍をもっ

て当該取得の申込に応じることが

できるものとします。 

③～⑤ （略） 

⑥ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、受益者が第 39条第 3 項の

規定または別に定める契約に基づ

いて収益分配金の再投資を行う場

合の受益権の価額は、原則として第

34 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑦ （略） 

 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第 37 条 委託者および受託者の信託報酬の

総額は、第 34 条に規定する計算期

間を通じて毎日、信託財産の純資産

総額に年10,000分の40の率を乗じ

て得た額とします。 

②～③ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 39 条 受託者が委託者の指定する預金口

座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日

に、収益分配金（委託者の自らの募

集に係る受益権に帰属する収益分

配金を除きます。）が委託者の指定

する証券会社および登録金融機関

に交付されます。 

② 委託者の指定する証券会社また

は登録金融機関は、別に定める契約

に基づき、受益者に対し遅滞なく収

益分配金の再投資に係る受益権の

取得の申込に応じるものとします。

当該取得の申込により増加した受



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

払い） 

第 42条 （略） 

② （略） 

益権は、第９条第３項の規定にした

がい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に

係る受益権に帰属する収益分配金

をこの信託の受益権の取得申込金

として、各受益者毎に当該収益分配

金の再投資に係る受益権の取得の

申込に応じたものとします。当該取

得の申込により増加した受益権は、

第９条第３項の規定にしたがい、振

替口座簿に記載または記録されま

す。 

④ 収益分配金に係る収益調整金は、

原則として、各受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算され

るものとします。 

⑤ 第 4 項および第 42 条第 5 項に規

定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、「各

受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

 

（償還金および一部解約金の支払い） 

 

第 42条 （略） 

② （略） 



③ 収益分配金は、毎計算期間終了日

後 1 ヵ月以内の委託者の指定する

日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる計算期間の末日

以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算

期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため委

託者、委託者の指定する証券会社ま

たは登録金融機関の名義で記載ま

たは記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関の営業所等に

おいて行うものとします。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第1項および第2項に規定する償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者の指定する証券会社または

登録金融機関の営業所等において

行うものとします。ただし、委託者

の自らの募集に係る受益権に帰属

する償還金および一部解約金の支

払いは、委託者において行うものと

します。 

④ 第 44 条第 3 項に規定する信託の

一部解約に係る受益権に帰属する

収益分配金は、原則として、毎計算

期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者

の指定する日から委託者の指定す

る証券会社または登録金融機関の

営業所等において受益者に支払い

ます。ただし、信託の一部解約に係

る受益権が委託者の自らの募集に

係る受益権である場合には、当該受

益権に帰属する収益分配金は、委託



 

⑤ 収益分配金、償還金および一部解

約金に係る収益調整金は、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑥ 第 5項に規定する「収益調整金」

は、所得税法施行令第 27 条の規定

によるものとし、各受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額

をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとし

ます。また、「各受益者毎の信託時

の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。 

⑦ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、別に定める契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する

預金口座等に払い込むことにより、

原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社または登録金融機

関に交付されます。この場合、委託

者の指定する証券会社または登録

金融機関は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付けを行います。当該売付け

により増加した受益権は、第 9条第

3項の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

⑧ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

者において支払います。 

⑤ 償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



らず、委託者の自らの募集に応じた

受益者に帰属する受益権にかかる

収益分配金（受益者が自己に帰属す

る受益権の全部もしくは一部の口

数について、委託者に対し、この信

託の収益分配金の再投資にかかる

受益権の取得の申し込みをしない

ことをあらかじめ申し出た場合に

おいて、委託者が当該申し出を受け

付けた受益権にかかる収益分配金

を除きます。）をこの信託の受益権

の取得申込金として、各受益者ごと

に当該収益分配金の再投資にかか

る受益権の取得の申し込みに応じ

たものとします。当該取得申込によ

り増加した受益権は、第 9 条第 3

項の規定にしたがい、振替口座簿に

記載または記録されます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 43 条 受益者が、収益分配金については

第 42 条第 3項に規定する支払開始

日から 5 年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による

償還金について、第 42 条第 1項に

規定する支払開始日から 10 年間そ

の支払いを請求しないときは、その

権利を失い、受託者から交付を受け

た金銭は、委託者に帰属します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（償還金の時効） 

第 43 条 受益者が、信託終了による償還金

について、第 42 条第 1項に規定す

る支払開始日から 10 年間その支払

いを請求しないときは、その権利を

失い、受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 

 

 

 

 



追加型証券投資信託 

「ＪＡ日本株式ファンド」 
 
変更内容（新旧対照表） 

（新） （旧） 
（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第５条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。な

お、別に定める累積投資規定（別の

名称で同様の権利義務関係を規定

する約款を含みます。）にしたがっ

た契約（以下「別に定める契約」と

いいます。）に基づく収益分配金の

再投資にかかる受益権の取得申込

は、1口の整数倍をもって当該取得

の申込に応じることができるもの

とします。 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、第５条第１項の

規定により分割される受益権を、最

低単位を1円単位または1口単位と

して委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関が定める単位を

もって当該受益権の取得の申込に

応じることができるものとします。

なお、別に定める契約に基づく収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得申込は、1口の整数倍をもって当

該取得の申込に応じることができ

るものとします。 

 

 

 

（受益権の取得単位、価額および手数料） 

第 11 条  委託者は、第５条第１項の規定に

より分割される受益権の取得申込

者に対し、1円以上 1円単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、第 39条第 3 項に規定する収益

分配金の再投資に係る受益権の取

得の申込に限り、1口の整数倍をも

って当該取得の申込に応じること

ができるものとします。 

 

 

 

 

② 委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関は、別に定めるＪＡ

日本株式ファンド累積投資規定（別

の名称で同様の権利義務関係を規

定する約款を含みます。）にしたが

った契約（以下「別に定める契約」

といいます。）を結んだ受益権取得

申込者に限り、第５条第１項の規定

により分割される受益権を、最低単

位を1円単位または1口単位として

委託者の指定する証券会社および

登録金融機関が定める単位をもっ

て当該受益権の取得の申込に応じ

ることができるものとします。ただ

し、別に定める契約に基づく収益分

配金の再投資に係る受益権の取得



 

 

 

③～⑤ （略） 

⑥ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、受益者が第 42 条第 8項の

規定または別に定める契約に基づ

いて収益分配金の再投資を行う場

合の受益権の価額は、原則として第

34 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑦ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 39条 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の申込に限り、1 口の整数倍をもっ

て当該取得の申込に応じることが

できるものとします。 

③～⑤ （略） 

⑥ 第4項および第5項の規定にかか

わらず、受益者が第 39条第 3 項の

規定または別に定める契約に基づ

いて収益分配金の再投資を行う場

合の受益権の価額は、原則として第

34 条に規定する各計算期間終了日

の基準価額とします。 

⑦ （略） 

 

（収益分配金の再投資等） 

第 39 条 受託者が委託者の指定する預金口

座等に払い込むことにより、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日

に、収益分配金（委託者の自らの募

集に係る受益権に帰属する収益分

配金を除きます。）が委託者の指定

する証券会社および登録金融機関

に交付されます。 

② 委託者の指定する証券会社また

は登録金融機関は、別に定める契約

に基づき、受益者に対し遅滞なく収

益分配金の再投資に係る受益権の

取得の申込に応じるものとします。

当該取得の申込により増加した受

益権は、第９条第３項の規定にした

がい、振替口座簿に記載または記録

されます。 

③ 委託者は、委託者の自らの募集に

係る受益権に帰属する収益分配金

をこの信託の受益権の取得申込金

として、各受益者毎に当該収益分配

金の再投資に係る受益権の取得の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支

払い） 

第 42条 （略） 

② （略） 

③ 収益分配金は、毎計算期間終了日

後 1 ヵ月以内の委託者の指定する

日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載ま

たは記録されている受益者（当該収

益分配金にかかる計算期間の末日

以前において一部解約が行われた

受益権にかかる受益者を除きます。

申込に応じたものとします。当該取

得の申込により増加した受益権は、

第９条第３項の規定にしたがい、振

替口座簿に記載または記録されま

す。 

④ 収益分配金に係る収益調整金は、

原則として、各受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算され

るものとします。 

⑤ 第 4 項および第 42 条第 5 項に規

定する「収益調整金」は、所得税法

施行令第 27 条の規定によるものと

し、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則と

して、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調

整されるものとします。また、「各

受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

 

（償還金および一部解約金の支払い） 

 

第 42条 （略） 

② （略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 



また、当該収益分配金にかかる計算

期間の末日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため委

託者、委託者の指定する証券会社ま

たは登録金融機関の名義で記載ま

たは記録されている受益権につい

ては原則として取得申込者としま

す。）に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者、委託者の指定する証券会社

または登録金融機関の営業所等に

おいて行うものとします。 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 収益分配金、償還金および一部解

約金に係る収益調整金は、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額等に応じて計算されるものと

します。 

⑥ 第 5項に規定する「収益調整金」

は、所得税法施行令第 27 条の規定

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 第1項および第2項に規定する償

還金および一部解約金の支払いは、

委託者の指定する証券会社または

登録金融機関の営業所等において

行うものとします。ただし、委託者

の自らの募集に係る受益権に帰属

する償還金および一部解約金の支

払いは、委託者において行うものと

します。 

④ 第 44 条第 3 項に規定する信託の

一部解約に係る受益権に帰属する

収益分配金は、原則として、毎計算

期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者

の指定する日から委託者の指定す

る証券会社または登録金融機関の

営業所等において受益者に支払い

ます。ただし、信託の一部解約に係

る受益権が委託者の自らの募集に

係る受益権である場合には、当該受

益権に帰属する収益分配金は、委託

者において支払います。 

⑤ 償還金および一部解約金に係る

収益調整金は、原則として、各受益

者毎の信託時の受益権の価額等に

応じて計算されるものとします。 

 

（追加） 

 



によるものとし、各受益者毎の信託

時の受益権の価額と元本との差額

をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収

益分配のつど調整されるものとし

ます。また、「各受益者毎の信託時

の受益権の価額等」とは、原則とし

て、各受益者毎の信託時の受益権の

価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配の

つど調整されるものとします。 

⑦ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、別に定める契約に基づいて収

益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する

預金口座等に払い込むことにより、

原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が委託者の指

定する証券会社または登録金融機

関に交付されます。この場合、委託

者の指定する証券会社または登録

金融機関は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付けを行います。当該売付け

により増加した受益権は、第 9条第

3項の規定にしたがい、振替口座簿

に記載または記録されます。 

⑧ 委託者は第 3 項の規定にかかわ

らず、委託者の自らの募集に応じた

受益者に帰属する受益権にかかる

収益分配金（受益者が自己に帰属す

る受益権の全部もしくは一部の口

数について、委託者に対し、この信

託の収益分配金の再投資にかかる

受益権の取得の申し込みをしない

ことをあらかじめ申し出た場合に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



おいて、委託者が当該申し出を受け

付けた受益権にかかる収益分配金

を除きます。）をこの信託の受益権

の取得申込金として、各受益者ごと

に当該収益分配金の再投資にかか

る受益権の取得の申し込みに応じ

たものとします。当該取得申込によ

り増加した受益権は、第 9 条第 3

項の規定にしたがい、振替口座簿に

記載または記録されます。 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 43 条 受益者が、収益分配金については

第 42 条第 3項に規定する支払開始

日から 5 年間その支払いを請求し

ないとき、ならびに信託終了による

償還金について、第 42 条第 1項に

規定する支払開始日から 10 年間そ

の支払いを請求しないときは、その

権利を失い、受託者から交付を受け

た金銭は委託者に帰属します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（償還金の時効） 

第 43 条 受益者が、信託終了による償還金

について、第 42 条第 1項に規定す

る支払開始日から 10 年間その支払

いを請求しないときは、その権利を

失い、受託者から交付を受けた金銭

は委託者に帰属します。 
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